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明
治
三
年
・
柏
崎
県
旧
桑
名
領
農
民
一
揆
に
関
す
る
裁
判
史
料

手

塚

豊

明冶3年・柏崎県旧桑名領農民一揆に関する裁判史料

解

題

　
明
治
三
年
七
月
、
柏
崎
県
の
旧
桑
名
藩
領
二
十
八
ケ
村
に
お
い
て
農
民

一
揆
が
勃
発
し
た
。
同
県
寺
泊
町
金
山
に
農
民
約
二
千
名
が
集
合
し
た
と

い
う
か
ら
、
相
当
大
規
模
の
騒
動
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
存
在
す
ら

知
ら
れ
て
い
な
い
．
戦
前
の
文
献
で
、
明
治
初
年
の
全
国
の
農
民
一
揆
に

関
す
る
史
料
を
か
な
り
網
羅
的
に
収
録
し
て
い
る
土
屋
喬
雄
、
小
野
道
雄

編
「
明
治
初
年
農
民
騒
擾
録
」
の
新
潟
県
の
部
に
も
、
こ
の
事
件
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
の
記
事
は
全
く
な
い
。

　
戦
後
の
文
献
、
例
え
ば
昭
和
三
十
三
年
出
版
の
青
木
恵
一
郎
「
日
本
農

民
連
動
史
』
第
二
巻
中
の
「
明
治
初
年
か
ら
同
六
年
ま
で
の
農
民
騒
動
一

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

覧
」
の
明
治
三
年
の
項
、
あ
る
い
は
昭
和
四
十
二
年
出
版
の
青
木
虹
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

「
明
治
農
民
騒
擾
の
年
次
的
研
究
」
の
明
治
三
年
七
月
の
条
、
さ
ら
に
昭

和
五
十
年
出
版
の
同
氏
「
百
姓
一
揆
総
合
年
表
」
の
明
治
三
年
七
月
の
項

　
　
　
（
4
）

な
ど
に
も
、
こ
の
騒
擾
事
件
に
関
す
る
記
事
は
な
い
．

　
ま
た
、
新
潟
地
方
で
近
刊
の
池
政
栄
監
修
「
越
後
と
佐
渡
の
一
揆
」
所

載
の
「
越
後
・
佐
渡
の
騒
動
と
一
揆
集
成
－
近
世
期
か
ら
明
治
初
期
」

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
明
治
三
年
の
項
に
も
、
こ
の
事
件
は
洩
れ
て
い
る
．

　
し
か
し
、
実
は
戦
前
の
文
献
で
、
漠
然
と
し
た
形
で
、
し
か
も
関
接
的

に
こ
の
事
件
に
ふ
れ
て
い
る
も
の
が
、
私
の
知
る
限
り
で
一
つ
だ
け
あ
っ

た
。
昭
和
五
年
出
版
の
新
潟
県
内
務
部
編
「
越
後
佐
渡
農
民
騒
動
」
の
次

　
　
　
　
（
6
）

の
一
節
で
あ
る
．

　
　
明
治
二
年
三
島
郡
出
雲
崎
地
方
騒
動

　
　
　
　
柏
崎
県
史
　
政
治
部
褒
賞
編
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是
月
知
三
島
都
出
雲
崎
出
張
所
管
下
騒
擾
ノ
際
飯
田
権
大
属
鎮
静
二

　
　
尽
力
セ
シ
ニ
因
リ
賞
金
ヲ
賜
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
田
権
大
属

　
　
註
是
月
と
い
ふ
は
右
記
録
の
順
序
よ
り
推
し
、
十
二
月
と
思
料
せ
ら
る
．

　
こ
れ
は
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の
「
府
県
史
料
」
中
の
「
柏
崎
県
史
」
か
ら

の
引
用
で
あ
る
が
、
そ
の
事
件
を
「
明
治
二
年
」
の
こ
と
と
誤
っ
て
記
載

　
　
　
　
（
8
）

し
て
い
る
た
め
、
そ
の
「
出
雲
崎
出
張
所
管
下
騒
擾
』
と
、
明
治
三
年
の

旧
桑
名
藩
領
二
十
八
ケ
村
騒
動
と
が
結
び
つ
か
な
い
ま
ま
に
、
現
在
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
農
民
一
揆
が
．
新
潟
地
方
の
郷
土
史
に
お
い
て
は
じ
め
て
採
り
あ

げ
ら
れ
た
の
は
、
私
の
知
る
限
り
に
お
い
て
、
昭
和
三
十
六
年
出
版
の
青

柳
清
作
「
寺
泊
の
歴
史
」
で
あ
っ
た
。
同
書
は
「
寺
泊
町
御
用
留
帳
」
か

ら
、
「
廿
七
ケ
村
騒
動
」
と
題
し
て
次
の
ご
と
く
二
通
の
文
書
を
引
用
し

　
（
9
）

て
い
る
。

　
　
　
明
治
三
午
年
七
月
柏
崎
県
管
内
、
三
島
郡
旧
桑
名
領
廿
七
ケ
村
、

　
　
昨
巳
年
御
年
貢
米
の
金
納
値
段
は
旧
幕
領
よ
り
高
値
の
赴
き
に
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み

　
　
村
々
よ
り
蜂
起
致
し
当
所
上
の
地
境
字
金
山
に
凡
弐
千
人
程
、
数
日

　
　
間
寄
り
集
り
．
十
三
四
日
頃
は
久
田
辺
迄
罷
越
し
、
出
雲
崎
出
張
所

　
　
御
役
所
へ
歎
願
致
し
、
十
七
日
猶
又
金
山
に
立
ち
戻
り
、
此
度
の
歎

　
　
願
に
．
寺
泊
の
者
の
一
致
な
き
を
憤
り
、
市
中
乱
妨
に
も
及
ぶ
べ
き

　
　
様
子
に
付
、
此
節
当
所
に
治
河
出
役
小
林
権
少
属
並
弥
平
治
は
、
上

　
　
の
宿
端
、
屯
集
の
場
へ
罷
り
出
で
、
説
諭
い
た
し
漸
く
取
り
鎮
め
、

　
　
十
八
日
よ
り
十
九
日
迄
に
残
ら
ず
居
村
へ
引
取
り
候
．

御
取
立
て
の
米
値
段
は
金
拾
両
に
付
参
俵
替
に
有
之
候

　
明
治
三
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
泊
町
検
断
役
　
本
間
弥
平
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
泊
町
　
検
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
間
弥
平
治

　
　
其
方
儀
平
素
心
得
方
よ
ろ
し
く
廉
直
を
固
守
し
役
向
き
精
勤
、
殊
に

　
　
当
夏
近
傍
村
民
動
揺
の
砺
り
自
村
の
取
締
り
行
届
き
候
の
み
な
ら
ず
、

　
　
よ
こ
し
ま
の
頑
民
を
し
て
鎮
静
に
至
ら
し
め
ん
と
屡
々
懇
諭
を
尽
し

　
　
侯
段
、
奇
特
の
事
に
候
。
傍
之
金
千
疋
下
賜
候
事

　
　
　
　
明
治
三
年
午
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柏
崎
県
庁

　
こ
れ
ら
は
，
事
件
終
結
後
の
関
連
文
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
明

治
三
年
七
月
中
旬
、
旧
桑
名
藩
領
内
に
お
い
て
約
二
千
名
を
集
め
た
農
民

一
揆
の
内
容
の
大
略
が
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
み
て
い
い
。

　
ま
た
、
青
柳
氏
は
、
寺
泊
町
に
伝
わ
る
事
件
関
係
の
一
古
文
書
を
解
読

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

し
、
そ
れ
に
コ
メ
ン
ト
を
附
し
て
お
ら
れ
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
私
共
村
々
、
去
巳
御
年
貢
金
皆
済
御
上
納
の
儀
、
追
々
仰
聞
ら
れ
、

　
　
御
手
厚
き
御
利
害
の
趣
き
難
有
奉
承
伏
候
。
帰
村
の
上
、
銘
々
村
方

　
　
小
前
末
々
迄
篤
と
申
諭
し
候
処
是
亦
一
同
承
伏
仕
候
義
に
て
尚
私
共

　
　
何
様
に
も
尽
力
、
御
触
金
高
の
通
り
早
速
上
納
可
仕
候
間
此
段
御
聞

　
　
済
下
置
か
れ
度
、
且
右
上
納
方
の
儀
に
付
村
々
小
前
の
も
の
共
、
大

　
　
勢
先
達
て
中
よ
り
度
々
寺
泊
町
地
内
字
金
山
等
へ
寄
集
り
、
彼
是
難

　
　
渋
申
立
、
御
苦
労
筋
奉
差
上
候
儀
誠
に
以
て
心
得
違
い
の
段
一
同
先
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非
後
悔
発
明
奉
恐
入
、
何
れ
に
も
御
慈
悲
の
御
沙
汰
奉
願
上
呉
候
様

叫
向
相
縫
り
右
ハ
畢
立
兄
頑
愚
の
小
前
是
迄
村
役
人
共
説
得
方
も
行
き

届
か
ざ
る
よ
り
一
時
心
得
違
い
仕
り
右
次
第
二
至
り
候
義
に
て
此
上

御
吟
味
奉
レ
請
候
て
は
何
様
御
厳
重
仰
付
ら
れ
候
哉
、
何
共
申
上
ぐ

ぺ
ぎ
様
無
御
座
．
私
共
一
同
重
々
奉
恐
入
候
．
向
後
急
度
心
附
け
右

体
の
儀
無
之
様
可
仕
候
問
、
何
卒
出
格
の
御
寛
典
を
以
て
此
度
の
義
、

幾
重
に
も
御
定
免
御
慈
悲
の
御
沙
汰
成
し
下
置
か
れ
度
此
段
乍
恐
一

同
連
印
以
二
書
附
幽
偏
に
奉
歎
願
候
。
右
願
い
の
通
り
御
聞
済
下
置
か

れ
候
ハ
バ
重
々
難
有
仕
合
に
奉
存
候
．

　
　
明
治
三
午
年
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
嶋
郡
村
々

註
　
私
は
少
年
の
頃
、
父
よ
り
金
山
争
動
云
々
の
事
を
聞
か
さ
れ

　
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
当
時
は
別
に
関
心
も
な
く
聞
き
流
し
て

　
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
此
書
類
を
読
む
に
至
っ
て
、
記
憶
が
甦

　
っ
て
来
た
が
、
今
少
し
詳
し
く
聞
き
覚
え
て
お
け
ば
よ
か
っ
た

　
と
思
う
。
今
に
至
っ
て
誰
に
聞
え
て
も
、
話
し
て
呉
れ
る
人
は

　
な
い
。
青
柳

　
こ
の
文
書
も
、
事
件
直
後
の
関
連
文
書
で
あ
る
。
青
柳
氏
の
コ
メ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

で
、
同
氏
の
少
年
時
代
す
な
わ
ち
明
治
三
十
年
代
の
頃
に
は
、
こ
の
事
件

を
知
る
人
も
生
存
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
伝
承
も
残
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
前
に
掲
げ
た
青
柳
氏
紹
介
の
若

干
の
文
書
に
よ
っ
て
、
明
治
三
年
に
旧
桑
名
藩
領
に
お
い
て
相
当
規
模
の

農
民
一
揆
の
発
生
し
た
こ
と
だ
け
は
わ
か
る
が
、
詳
し
い
事
情
は
全
く
判

明
せ
ず
、
そ
れ
が
た
め
、
主
謀
者
の
氏
名
も
そ
れ
に
対
す
る
処
罰
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

な
ど
、
皆
目
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
が
実
状
と
み
て
い
い
。

　
先
般
、
私
は
旧
司
法
省
保
存
文
書
の
中
に
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
若
干

の
裁
判
史
料
が
埋
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
史

料
す
な
わ
ち
明
治
四
年
二
月
九
日
付
で
柏
崎
県
か
ら
弁
官
宛
の
大
和
村
百

姓
平
次
郎
，
久
蔵
に
関
す
る
処
刑
伺
（
こ
れ
に
は
刑
部
省
の
擬
律
、
量
刑
指
令

が
附
紙
さ
れ
て
い
る
）
と
、
そ
れ
に
添
付
さ
れ
た
平
次
郎
、
久
蔵
の
口
書

（
三
年
十
二
月
付
）
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
文
書
に
よ
り
、
事
件
の
内
容
は
相
当
詳
し
く
判
明
す
る
。

　
明
治
維
新
後
、
旧
桑
名
藩
領
に
お
い
て
は
、
年
貢
が
旧
幕
府
領
の
額
ま

で
低
く
な
る
と
の
風
聞
が
あ
っ
た
が
、
結
局
、
そ
れ
は
噂
に
終
っ
た
。
騒

動
の
直
接
の
原
因
は
そ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
明
治
三
年
六
月
下
旬
、
三
島
郡
大
和
田
村
久
蔵
宅
に
、
平
次
郎
は
じ
め

数
人
の
有
志
が
集
ま
り
、
庄
屋
の
話
で
は
年
貢
の
件
は
従
来
通
り
と
の
こ

と
故
、
引
下
げ
を
願
出
る
た
め
、
二
十
八
ケ
村
の
者
を
、
七
月
一
日
に
夏

戸
村
に
集
め
る
こ
と
を
話
合
い
、
久
蔵
が
村
々
へ
回
状
を
出
し
た
。
そ
の

後
．
場
所
を
寺
泊
町
金
山
へ
変
更
し
て
集
合
し
た
と
こ
ろ
．
庄
屋
達
か
ら
．

村
民
の
要
望
は
彼
等
か
ら
そ
の
筋
へ
申
出
る
か
ら
，
一
同
は
帰
村
す
る
よ

う
に
と
の
勧
告
を
う
け
た
．
そ
れ
が
た
め
、
村
民
は
解
散
し
た
。

　
七
月
十
日
夕
刻
、
県
の
出
雲
崎
出
張
所
へ
出
掛
け
た
庄
屋
達
が
、
抑
留

さ
れ
た
と
い
う
情
報
が
流
れ
た
た
め
、
平
次
郎
、
久
蔵
ら
は
、
十
一
日
に
金

山
に
集
ま
り
、
善
後
策
を
協
議
し
、
庄
屋
達
の
迷
惑
を
考
え
、
村
民
が
直
接
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に
訴
出
る
こ
と
を
決
め
た
と
こ
ろ
、
庄
屋
達
が
ま
た
あ
ら
わ
れ
、
い
ま
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ち
ど
彼
等
か
ら
出
雲
崎
出
張
所
へ
歎
願
し
、
そ
れ
が
採
り
あ
げ
ら
れ
な
け

れ
ば
柏
崎
県
庁
へ
直
接
に
願
出
る
故
、
村
民
は
動
揺
せ
ぬ
様
に
と
の
忠
告

を
行
っ
た
。
平
次
郎
ら
は
了
解
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
月
十
五
日
に
至
り
、

庄
屋
達
か
ら
、
年
貢
の
件
は
従
前
通
り
変
更
さ
れ
な
い
由
で
あ
る
が
、
村

民
の
難
渋
を
救
う
た
め
に
は
、
別
の
方
法
を
考
え
る
か
ら
、
了
解
す
る
よ

う
に
と
の
報
ら
せ
を
う
け
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
平
次
郎
ら
は
庄
屋
達
へ
の

不
信
感
を
抱
き
、
最
早
、
庄
屋
達
の
力
を
借
り
ず
、
自
力
で
厭
起
す
る
こ

と
を
考
え
、
集
結
し
た
村
民
一
同
で
井
之
鼻
附
近
ま
で
進
出
し
た
と
こ
ろ
、

又
々
庄
屋
達
か
ら
強
訴
を
取
り
止
め
る
よ
う
勧
告
が
あ
り
、
さ
ら
に
出
張

の
役
人
か
ら
も
善
処
す
る
旨
の
一
札
を
入
れ
て
の
申
出
が
あ
っ
た
た
め
、

一
同
は
そ
れ
ぞ
れ
の
村
へ
引
き
揚
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
途
中
で
、

こ
の
た
び
の
一
揆
に
、
寺
泊
町
の
人
々
が
参
加
し
な
い
の
は
不
都
合
と
の

声
が
あ
が
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
異
議
を
唱
え
た
田
頭
村
の
七
兵
衛
は
、
一

同
か
ら
つ
よ
い
反
擾
を
う
け
た
た
め
、
陳
謝
の
あ
か
し
と
し
て
金
七
十
五

両
を
提
出
し
た
。
そ
れ
を
資
金
に
し
て
、
七
月
十
八
日
、
金
山
に
大
勢
が

集
ま
っ
て
飲
食
、
残
金
か
ら
五
両
づ
つ
平
次
郎
と
久
蔵
が
受
取
っ
た
。

　
そ
の
後
、
七
月
二
十
五
、
六
日
頃
、
常
次
郎
は
こ
の
た
び
の
一
件
は
、

柏
崎
で
は
決
着
し
な
い
か
ら
、
東
京
ま
で
越
訴
す
る
こ
と
を
考
え
始
め
た
。

他
方
、
役
人
は
七
月
二
十
七
日
、
年
友
村
曽
泉
寺
に
、
各
村
の
惣
代
を
集

め
、
年
貢
の
督
促
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
出
席
し
た
久
蔵
は
、
参
加
者
へ
出

京
の
件
を
提
案
し
た
が
、
結
局
、
意
見
は
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
久
蔵
は

出
雲
崎
へ
赴
ぎ
、
滞
在
中
の
平
次
郎
に
そ
の
こ
と
を
報
告
し
た
。

　
七
月
末
、
平
次
郎
、
久
蔵
は
、
相
次
い
で
同
地
で
逮
捕
さ
れ
、
入
牢
の

身
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
彼
等
両
名
は
柏
崎
へ
送
ら
れ
、
県
庁
の
裁
判
に
附
せ
ら
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
両
名
の
口
書
の
日
附
が
三
年
十
二
月
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
頃
に

裁
判
が
結
審
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
両
名
以
外
に
も
、
も
ち
ろ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

逮
捕
者
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
委
細
は
わ
か
ら
な
い
．

　
翌
四
年
二
月
、
柏
崎
県
は
太
政
官
の
弁
官
宛
に
両
名
の
処
刑
伺
を
提
出
、

両
名
に
つ
い
て
「
絞
罪
」
を
上
申
し
た
。
明
治
元
年
十
一
月
十
三
日
・
太

政
官
達
で
「
死
罪
之
儀
ハ
蚤
奏
裁
候
而
可
刑
事
」
と
通
達
さ
れ
て
い
た
か

ら
、
柏
崎
県
は
伺
い
出
た
の
で
あ
ろ
う
。
両
名
以
外
の
連
累
者
に
つ
い
て

は
、
死
罪
に
当
ら
な
い
従
犯
者
と
し
て
、
柏
崎
県
に
お
い
て
適
当
に
処
理

し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
た
残
念
な
が
ら
詳
し
い
事
情
は
わ
か
ら
な

い
。　

柏
崎
県
か
ら
伺
い
を
受
理
し
た
太
政
官
は
、
所
轄
の
刑
部
省
（
明
治
二

年
七
月
八
日
、
刑
法
官
を
改
組
）
に
そ
れ
を
回
付
、
刑
部
省
は
伺
書
に
附
け

紙
を
し
て
、
両
名
の
量
刑
を
指
令
し
た
。
量
刑
は
「
絞
」
で
は
な
く
「
準

流
十
年
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
附
は
不
明
で
あ
る
．

　
こ
の
刑
部
省
指
令
中
に
み
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
適
用
条
文
は
、
と
く
に

注
意
を
要
す
る
。

　
　
　
　
　
新
律
兇
徒
聚
衆
条
例

　
　
凡
多
衆
ヲ
聚
メ
訟
ヲ
構
へ
官
二
抗
ス
ト
錐
モ
良
民
ヲ
擾
害
ス
ル
ニ
至

ラ
サ
ル
者
首
ハ
流
三
等

　
こ
の
「
新
律
兇
徒
聚
衆
条
例
」
と
い
う
の
は
、
当
時
の
現
行
刑
法
で
あ
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る
新
律
綱
領
の
改
正
案
す
な
わ
ち
改
定
律
例
（
明
治
六
年
七
月
）
の
草
案
で

　
　
　
　
　
（
1
5
）

あ
る
「
新
律
条
例
」
の
「
兇
徒
聚
衆
附
例
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

「
新
律
条
例
」
の
編
さ
ん
開
始
時
期
は
「
明
治
四
年
春
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
新
律
綱
領
に
は
、
衆
を
集
め
、
強
訴
を
強
行
し
た
だ
け
の
農
民
一
揆
の

主
謀
者
に
適
用
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
条
文
が
存
在
し
な
い
。
そ
れ
が
た
め
，

当
時
ま
だ
草
案
の
段
階
に
あ
っ
た
「
新
律
条
例
」
の
次
の
条
文
を
適
用
し

　
　
（
η
）
（
1
8
）

た
の
で
あ
る
。

　
　
第
七
条
　
凡
流
刑
地
方
未
タ
定
ラ
サ
レ
ハ
姑
ク
流
刑
ヲ
停
メ
五
徒
ノ

　
　
　
外
別
二
流
法
ヲ
設
ケ
獄
則
二
照
シ
懲
役
二
服
シ
限
満
テ
原
籍
二
還

　
　
　
ス

　
　
　
　
　
流
一
等
　
　
　
準
流
五
年

　
　
　
　
　
流
二
等
　
　
　
準
流
七
年

　
　
　
　
　
流
三
等
　
　
　
準
流
十
年

　
　
第
百
六
十
五
条
　
几
多
衆
ヲ
聚
メ
テ
訟
ヲ
構
へ
官
二
強
逼
ス
ト
錐
モ

　
　
　
良
民
ヲ
擾
害
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
ル
者
首
ハ
流
三
等
（
以
下
略
）

　
当
時
の
刑
事
法
は
、
ま
だ
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
を
採
用
し
て
い
な
い

か
ら
、
成
文
刑
法
典
（
新
律
綱
領
そ
の
他
若
干
の
単
行
刑
事
法
令
）
に
は
存
在

し
な
い
犯
罪
類
型
と
刑
罰
を
適
宜
に
定
め
て
犯
罪
の
処
理
に
当
る
こ
と
は

可
能
で
あ
っ
た
。
一
種
の
「
条
理
」
に
上
る
裁
判
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て

施
行
前
の
草
案
を
準
拠
法
に
す
る
こ
と
も
、
「
条
理
」
に
よ
る
裁
判
と
考

え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
違
法
で
は
な
い
。

　
「
新
律
条
例
」
の
編
さ
ん
開
始
時
期
が
「
四
年
春
」
で
あ
る
こ
と
は
．

前
に
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
刑
部
省
の
指
令
は
「
四
年

春
」
か
ら
司
法
省
設
置
の
四
年
七
月
九
日
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
．

　
こ
の
「
新
律
条
例
」
と
い
う
草
案
の
存
在
を
確
認
し
、
そ
の
内
容
を
検

討
さ
れ
た
の
は
、
藤
田
弘
道
君
の
研
究
が
最
初
で
あ
っ
た
．
藤
田
君
は
、

こ
の
「
新
律
条
例
」
が
「
改
定
律
例
」
と
い
う
名
称
に
変
っ
て
施
行
さ
れ

る
（
明
治
六
年
七
月
）
以
前
か
ら
、
実
際
に
は
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指

摘
し
、
そ
の
も
っ
と
も
早
い
実
例
と
し
て
明
治
五
年
十
月
二
十
四
日
、
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

柄
裁
判
所
伺
に
対
す
る
司
法
省
指
令
の
例
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
平
次
郎
、
久
蔵
に
対
す
る
擬
律
に
「
新
律
条
例
」
の
内
容
に
当

る
条
項
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
実
例
を
更
に
一
年
以
上

も
前
に
遡
ら
せ
る
こ
と
と
な
る
。

　
刑
部
省
の
指
令
を
う
け
た
柏
崎
県
が
、
い
つ
平
次
郎
、
久
蔵
両
名
に
判

決
の
言
渡
を
行
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
み
る
べ
き
史
料
が
な
い
．

　
こ
の
拙
い
小
稿
が
呼
び
水
に
な
り
、
新
潟
地
方
に
お
い
て
、
明
治
三

年
・
柏
崎
県
農
民
一
揆
（
旧
桑
名
藩
領
二
十
八
ケ
村
騒
動
、
金
山
騒
動
）

に
つ
い
て
の
研
究
が
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
（
1
）
土
屋
喬
雄
、
小
野
道
雄
「
明
治
初
年
農
民
騒
擾
録
』
（
昭
和
六
年
）
・
二

　
〇
八
頁
以
下
。

　
（
2
）
青
木
恵
一
郎
「
日
本
農
民
運
動
史
」
第
二
巻
・
昭
和
三
十
三
年
・
二
四
頁
。

　
（
3
）
　
青
木
虹
二
「
明
治
農
民
騒
擾
の
年
次
的
研
究
」
・
昭
和
四
十
二
年
・
二
五

　
頁
ー
二
六
頁
。

　
（
4
）
　
青
木
虹
二
「
百
姓
一
揆
総
合
年
表
」
・
昭
和
五
十
年
・
三
三
八
頁
。

　
（
5
）
　
池
政
栄
監
修
「
越
後
と
佐
渡
の
一
揆
ー
歴
史
的
風
土
と
庶
民
の
情
念

　
1
」
・
昭
和
六
十
年
・
五
八
三
頁
。

　
（
6
）
新
潟
県
内
務
部
編
「
越
後
佐
渡
農
民
騒
動
」
・
昭
和
五
年
・
四
七
四
頁
。
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（
7
）
　
元
静
岡
藩
士
飯
田
鉄
平
が
、
柏
崎
県
の
権
大
録
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
明

治
三
年
三
月
十
四
日
で
あ
る
（
「
柏
崎
県
官
員
録
㌧
「
柏
崎
市
史
資
料
集
」
近

現
代
篇
2
・
昭
和
五
十
七
年
・
二
九
二
頁
）
。
し
た
が
っ
て
明
治
二
年
十
二
月

　
に
、
彼
が
柏
崎
県
か
ら
表
彰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（
8
）
　
「
府
県
史
料
」
の
「
柏
崎
県
史
」
の
編
者
が
、
明
治
三
年
の
条
に
入
れ
る

　
ぺ
き
文
書
を
、
誤
っ
て
明
治
二
年
の
条
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。

（
9
）
青
柳
清
作
「
寺
泊
の
歴
史
」
・
昭
和
三
十
六
年
（
昭
和
五
十
四
年
再
刊
）
・

　
四
一
八
頁
。
青
柳
氏
紹
介
の
史
料
に
は
「
廿
七
ケ
村
」
と
あ
る
が
、
実
際
は

　
「
廿
八
ケ
村
」
が
正
し
い
（
本
稿
八
三
頁
参
照
）
。

（
1
0
）
　
こ
の
文
書
は
、
寺
泊
町
史
編
さ
ん
室
所
蔵
の
も
の
で
、
私
は
同
室
の
山
崎

　
竜
教
氏
の
御
配
慮
で
そ
の
コ
ピ
ー
を
入
手
し
た
。
山
崎
氏
の
学
恩
を
謝
す
。

（
1
1
）
青
柳
氏
は
、
新
潟
県
下
の
小
学
校
長
を
長
く
勤
め
ら
れ
た
方
で
、
昭
和
四

　
十
二
年
三
月
、
七
十
九
歳
で
逝
去
さ
れ
た
由
で
あ
る
（
山
崎
竜
教
氏
の
御
示
教

　
に
よ
る
）
。

（
12
）
青
柳
氏
が
昭
和
二
十
四
年
に
出
版
さ
れ
た
「
寺
泊
郷
土
史
」
（
昭
和
五
十

　
四
年
再
刊
）
に
は
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
記
事
は
な
い
。

（
1
3
）
明
治
三
年
七
月
十
二
日
、
三
島
郡
円
上
寺
村
他
廿
七
ケ
村
、
寺
泊
町
の
組

　
頭
、
庄
屋
、
年
寄
な
ど
か
ら
出
雲
崎
出
張
所
宛
の
減
租
の
歎
願
書
が
残
っ
て
い

　
る
（
「
新
潟
県
史
」
資
料
編
1
3
・
明
治
維
新
編
1
・
一
〇
二
三
頁
－
一
〇
二
四

　
頁
。
こ
れ
が
そ
の
と
き
の
歎
願
書
で
あ
ろ
う
。

（
14
）
三
島
郡
夏
戸
村
の
庄
屋
熊
太
郎
が
八
月
九
日
に
逮
捕
さ
れ
、
近
隣
各
村
の

　
庄
屋
連
名
で
そ
の
釈
放
を
求
め
た
歎
願
書
（
明
治
三
年
十
月
）
が
残
っ
て
い

　
る
（
前
掲
書
・
一
〇
二
四
頁
i
一
〇
二
五
頁
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、

　
連
累
者
の
逮
捕
は
、
他
に
も
相
当
数
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
5
）
藤
田
弘
道
「
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
1
改
定
律
例
の
草
案
と
覚

　
し
き
文
書
に
つ
い
て
ー
」
（
一
）
（
二
古
乙
・
慶
大
法
学
研
究
第
四
六
巻
第
二
号
・

七
一
頁
以
下
、
第
三
号
六
四
頁
以
下
。

（
1
6
）
藤
田
・
前
掲
論
文
（
一
）
・
法
学
研
究
第
四
六
巻
第
二
号
・
七
四
頁
。

（
1
7
）
　
こ
の
条
数
は
、
新
律
条
例
第
一
草
案
の
条
数
で
あ
る
（
藤
田
・
前
掲
論
文

　
（
二
）
・
法
学
研
究
第
四
六
巻
三
号
・
七
七
頁
ー
七
八
頁
、
八
八
頁
）
。
第
一
草

案
は
、
明
治
五
年
八
月
奏
進
の
も
の
で
あ
る
（
藤
田
弘
道
「
『
公
文
録
』
所
載

『
新
律
条
例
』
考
－
改
定
律
例
の
再
校
草
案
と
覚
し
き
文
書
に
つ
い
て
！
」
．
手

塚
豊
編
「
近
代
日
本
史
の
新
研
究
」
1
・
昭
和
五
十
六
年
・
一
六
八
頁
）
。
明

治
五
年
十
月
十
三
日
進
呈
の
再
校
草
案
で
は
、
第
一
草
案
の
第
七
条
は
そ
の
ま

ま
で
あ
る
が
、
第
一
六
五
条
は
第
一
六
四
条
に
な
っ
て
い
る
。
内
容
に
変
化
は

な
い
（
藤
田
・
前
掲
論
文
・
前
掲
近
代
日
本
史
の
新
研
究
・
一
六
八
頁
、
一
三

　
二
頁
、
一
四
八
頁
）
。

（
1
8
）
　
刑
部
省
指
令
の
出
さ
れ
た
時
期
は
、
新
律
条
例
の
編
さ
ん
開
始
直
後
の
こ

　
と
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
そ
の
頃
は
ま
だ
こ
の
草
案
に
条
数
は
附
せ
ら
れ
ず
、

　単に内

容
が
編
別
に
羅
列
さ
れ
て
い
た
だ
け
か
も
知
れ
な
い
。
新
律
綱
領
と
同

様
の
形
式
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑
部
省
指
令
が
準
拠
し
た
新
律
条
例
の
条
項
が
、

第
一
草
案
の
第
一
六
五
条
の
内
容
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い

事
実
で
あ
る
。
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
平
次
郎
、
久
蔵
に
対
す
る
擬
律
量
刑

　
に
つ
い
て
の
伺
を
う
け
た
刑
部
省
は
、
急
拠
、
第
一
草
案
第
一
六
五
条
の
内
容

　
に
該
当
す
る
条
項
を
立
案
．
決
定
し
、
そ
れ
を
編
さ
ん
中
の
新
律
条
例
の
中
に

　
編
み
入
れ
る
と
共
に
柏
崎
県
に
対
す
る
指
令
の
準
拠
に
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
1
9
）
藤
田
・
前
掲
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
「
新
律
条
例
」
（
二
）
・
法
学
研
究
第
四
六

　
巻
三
号
・
六
八
頁
。

＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊

＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

柏
崎
県
よ
リ
太
政
官
弁
官
へ
の
伺
と
、
そ
れ
に
附
さ
れ
た
平

次
郎
、
久
蔵
の
ロ
書
お
よ
び
刑
部
省
の
指
令
（
法
務
図
書
館
蔵
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『
諸
県
口
書
」
明
治
四
年
四
・
第
四
三
号
）

　
　
　
記

一
　
越
後
国
三
嶋
郡
大
和
田
村
平
次
郎
久
蔵
口
書
写
共
弐
冊

一
　
同
伺
書
写
共
弐
冊

右
差
出
申
候
　
　
以
上

　
辛
未
二
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柏
　
崎

　
　
　
弁
　
官
　
　
御
中

県

未
二
月
十
九
日

　
越
後
国
三
嶋
郡
大
和
田
村
平
次
郎
久
蔵
御
仕
置
伺
書

附
書
（
手
塚
註
）

新
律
兇
徒
聚
衆
条
例

　
凡
多
衆
ヲ
聚
メ
訟
ヲ
構
へ
官
二
抗
ス
ト
錐
モ
良
民
ヲ
擾
害
ス
ル

　
ニ
至
ラ
サ
ル
者
首
ハ
流
三
等

准
流
十
年

㊧㊧

圃
＠
　
平
次

　
　
　
　
久

（
岡
◎
㊥

圃丁蔵郎圏

　
　
越
後
国
三
嶋
郡
大
和
田
村
平
次
郎
久
蔵
吟
味
仕
候
処
左
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
後
国
三
嶋
郡
大
和
田
村
百
姓

　
　
　
（
2
）

　
准
流
十
年
　
　
庚
午
七
月
廿
九
日
入
牢
　
　
　
　
　
平
　
次
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
未
五
拾
三
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
国
同
郡
同
村
百
姓

　
（
3
）

　
同
　
　
　
　
　
庚
午
七
月
晦
日
入
牢
　
　
　
　
　
　
　
久
　
　
　
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
未
四
拾
五
歳

右
之
者
共
一
昨
冬
已
来
租
税
旧
慣
之
御
旨
意
疾
ク
弁
へ
居
ナ
カ
ラ
去
々
巳

石
代
直
段
旧
幕
旧
桑
殊
別
有
之
ハ
不
公
平
ト
唱
へ
両
人
談
合
之
上
当
七
月

中
三
嶋
郡
旧
桑
名
領
廿
八
ケ
村
無
智
之
頑
民
ヲ
煽
動
シ
同
郡
寺
泊
町
之
内

字
金
山
江
会
合
両
人
主
張
ト
ナ
リ
右
強
願
之
事
件
ヲ
談
論
シ
飽
迄
モ
強
訴

二
及
ハ
ン
ト
県
庁
之
諭
令
ヲ
モ
不
顧
屯
集
之
者
ヲ
促
シ
畢
二
出
雲
崎
近
傍

迄
押
寄
ス
ル
之
処
尚
反
復
之
説
諭
二
随
ヒ
追
々
退
去
之
途
中
二
於
テ
再
ヒ

異
論
ヲ
主
張
シ
適
抑
留
之
者
有
レ
ハ
脅
ス
ニ
暴
威
ヲ
以
テ
金
銭
酒
食
ヲ
貧

ル
等
終
始
徒
党
之
張
本
ト
ナ
リ
庶
民
ヲ
シ
テ
惑
乱
セ
シ
ム
ル
条
不
届
之
至

二
付
両
人
共
絞
罪
可
申
付
哉

右
之
通
御
座
候
間
御
仕
置
之
儀
別
帳
口
書
二
冊
相
副
此
段
奉
伺
候
　
以
上

　
　
明
治
四
辛
未
年
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柏
　
崎
　
県

口
　
書

越
後
国
三
嶋
郡
大
和
田
村
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
平
　
次
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
五
十
二
歳
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私
儀
御
召
捕
相
成
当
七
月
中
三
嶋
郡
旧
桑
名
領
廿
八
ケ
村
之
者
共
ヲ
煽
動

シ
同
郡
寺
泊
町
之
内
字
金
山
江
会
合
之
始
末
厳
重
御
吟
味
二
付
有
体
奉
申

上
候

　
此
段
私
儀
当
六
月
下
旬
村
方
風
説
二
去
已
御
年
貢
石
代
旧
幕
府
領
同
相

　
庭
ヲ
以
御
取
立
之
由
伝
承
仕
扱
ハ
御
維
新
之
御
仁
憧
ト
存
込
ミ
罷
在
候

　
中
日
ハ
不
覚
村
内
之
者
私
宅
江
来
リ
申
述
候
ニ
ハ
少
々
示
談
之
儀
有
之

　
候
間
村
方
久
蔵
宅
江
参
リ
候
様
申
聞
候
付
即
刻
罷
越
候
処
小
前
之
者
八

　
九
人
罷
在
其
席
ニ
テ
相
咄
シ
候
ハ
頃
日
隣
村
之
風
聞
承
リ
候
二
御
年
貢

　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
ハ
矢
張
旧
貫
通
御
取
立
相
成
候
趣
庄
屋
共
ヨ
リ
槌
二
申
聞
候
由
元
来
旧

　
幕
旧
桑
石
代
甲
乙
有
之
儀
疾
ク
承
知
仕
居
候
得
共
実
以
去
巳
兇
荒
必
至

　
難
渋
之
折
柄
二
付
旧
幕
同
相
庭
以
テ
御
取
立
之
儀
歎
願
致
シ
度
就
テ
旧

　
桑
廿
八
ケ
村
之
者
来
ル
朔
日
夏
戸
村
地
内
江
会
合
集
議
可
仕
ト
席
上
一

　
同
論
決
之
儘
ヲ
久
蔵
回
文
二
相
認
メ
隣
村
江
差
立
順
々
廻
達
可
及
旨
猶

　
口
上
ヲ
以
テ
申
遣
シ
置
キ
其
後
又
候
隣
村
自
村
之
者
共
可
否
評
論
之
上

　
金
山
江
場
所
替
ト
相
決
シ
其
旨
最
寄
リ
村
々
江
申
通
シ
期
日
金
山
江
立

　
越
候
処
追
々
廿
八
ケ
村
之
者
打
寄
リ
右
之
旨
趣
ヲ
以
テ
及
談
判
候
処
庄

　
屋
共
出
張
ニ
テ
申
聞
候
ハ
一
同
之
願
意
ハ
我
等
引
取
リ
願
遣
候
間
可
引

　
退
様
説
諭
二
付
任
其
意
一
同
金
山
ヲ
退
キ
御
採
用
之
有
無
如
何
ト
相
待

　
居
候
処
同
十
日
黄
昏
二
至
リ
右
願
方
二
付
庄
屋
共
出
雲
崎
御
庁
江
被
指

　
止
候
旨
伝
聞
仕
打
驚
右
久
蔵
ト
申
合
シ
再
ヒ
金
山
集
合
ヲ
催
シ
前
ノ
如

　
ク
年
友
村
ヨ
リ
隣
邑
順
達
ヲ
頼
ミ
遣
シ
翌
十
一
日
金
山
江
再
出
シ
私
久

　
蔵
並
他
村
惣
代
重
立
候
者
ト
専
ラ
評
議
仕
候
其
旨
趣
ハ
当
二
日
庄
屋
共

　
ヲ
以
テ
願
立
候
石
代
相
庭
歎
願
之
始
末
不
条
理
ト
テ
御
聞
上
無
之
而
巳

ナ
ラ
ス
庄
屋
迄
モ
御
講
責
ヲ
蒙
リ
御
役
所
二
差
止
メ
ラ
レ
独
リ
庄
屋
共

之
迷
惑
而
巳
ナ
ラ
ス
我
々
村
々
一
同
之
難
渋
故
此
上
ハ
御
差
止
之
面
々

願
下
ケ
勇
一
同
直
訴
可
仕
旨
頻
々
相
唱
候
処
江
庄
屋
出
張
説
諭
二
一
同

之
願
ハ
役
人
共
之
上
ニ
テ
精
誠
担
当
今
一
度
出
雲
崎
御
庁
へ
願
出
シ
若

シ
御
採
用
無
之
於
テ
ハ
御
本
県
迄
モ
願
立
可
申
候
間
決
テ
動
揺
不
致
様

　
　
　
　
（
ま
ま
）

再
三
之
利
解
二
付
一
旦
其
意
二
任
セ
踏
止
リ
居
候
処
十
五
日
早
天
二
至

リ
役
人
共
立
越
申
聞
候
者
…
僑
テ
歎
願
之
趣
御
本
県
迄
モ
歎
願
仕
候
処
当

節
租
税
之
儀
ハ
万
事
旧
慣
通
り
御
所
置
被
遊
候
打
柄
右
様
不
条
理
之
願

ハ
断
然
御
聞
届
無
之
速
二
可
遂
上
納
様
一
層
之
御
厳
達
二
付
何
共
致
シ

方
無
之
此
上
ハ
別
二
方
法
ヲ
立
役
人
共
之
上
ニ
テ
一
同
難
渋
無
之
様
願

遣
シ
候
間
兎
モ
角
モ
退
キ
候
様
申
聞
各
引
取
候
得
共
私
心
中
ニ
ハ
庄
屋

共
ヲ
疑
ヒ
是
迄
之
弁
舌
ハ
皆
偽
ト
存
込
ミ
最
早
此
上
人
手
ヲ
借
ル
ハ
無

益
且
迂
遠
ト
心
得
同
日
集
合
之
大
勢
ヲ
促
シ
同
夜
井
之
鼻
近
辺
迄
相
進

候
処
又
タ
庄
屋
共
一
同
上
命
ヲ
蒙
リ
多
人
数
江
対
シ
懇
切
二
申
聞
候
ハ

頃
日
ヨ
リ
再
往
及
説
諭
候
通
り
今
般
之
一
条
何
程
多
人
数
之
力
ヲ
以
テ

相
願
候
共
御
聞
届
無
之
ハ
勿
論
此
上
強
願
二
及
候
節
ハ
不
被
為
得
止
断

然
之
御
所
置
被
為
在
候
間
篤
ト
前
後
ヲ
顧
ミ
何
分
ニ
モ
速
に
引
取
御
年

貢
皆
済
可
致
旨
厳
重
ノ
御
沙
汰
二
付
一
同
帰
邑
可
致
然
ル
上
ハ
役
人
共

二
於
テ
村
々
之
困
窮
幾
度
モ
歎
達
可
致
旨
申
聞
候
得
共
兎
二
角
不
堪
疑

惑
依
テ
種
々
差
拒
ミ
飽
迄
モ
御
役
所
江
直
願
可
致
旨
私
久
蔵
等
別
テ
強

勢
二
申
張
候
処
役
人
共
二
於
テ
ハ
左
程
狐
疑
モ
有
之
義
ナ
ラ
ハ
偽
リ
無

之
証
ト
シ
テ
一
札
相
渡
シ
猶
誰
ニ
テ
モ
小
前
之
内
ヨ
リ
為
惣
代
附
副
可

罷
越
旨
申
聞
候
二
付
漸
ク
承
知
仕
一
同
帰
村
之
途
中
二
於
テ
又
一
議
発
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リ
今
般
再
会
之
節
寺
泊
町
二
於
テ
ハ
一
人
モ
不
罷
出
旧
桑
二
十
八
ケ
村

　
之
内
連
続
シ
ナ
カ
ラ
如
何
次
第
二
付
是
ヨ
リ
一
同
直
二
押
掛
ケ
可
申
旨

　
久
蔵
私
等
遮
テ
申
候
処
田
頭
村
七
兵
衛
卜
申
者
此
語
ヲ
支
へ
不
可
然
旨

　
申
聞
候
処
同
盟
中
二
異
心
ヲ
挾
ム
ハ
如
何
ノ
事
二
付
右
七
兵
衛
ヲ
相
手

　
ト
成
シ
直
二
居
宅
江
押
寄
セ
可
申
杯
ト
罵
リ
候
処
七
兵
衛
甚
狼
狽
致
シ

　
四
五
人
之
者
ヲ
以
テ
過
言
之
条
ヲ
陳
謝
シ
就
テ
ハ
和
熟
之
験
二
酒
肴
金

　
ト
号
シ
七
拾
五
両
ヲ
指
出
シ
右
金
ノ
内
ヲ
以
テ
同
十
八
日
金
山
二
於
テ

　
酒
ト
菓
等
ヲ
買
大
勢
飲
食
シ
残
金
之
内
五
両
ヲ
酒
代
ト
シ
テ
私
出
雲
崎

　
滞
留
之
ケ
所
江
贈
届
ケ
候
付
貰
受
ケ
申
候
然
ル
処
同
廿
五
六
日
頃
同
所

　
二
於
テ
私
心
付
今
度
之
大
願
連
テ
モ
出
雲
崎
御
庁
ニ
テ
ハ
御
採
用
無
之

　
詰
ル
処
ハ
東
京
越
訴
仕
候
ハ
・
可
然
ト
発
言
仕
候
得
共
何
レ
モ
不
可
然

　
旨
申
聞
居
候
折
柄
御
役
所
ヨ
リ
出
掛
ケ
惣
代
共
へ
被
仰
付
候
ハ
ニ
十
八

　
ケ
村
之
中
央
ヲ
択
ミ
御
年
貢
早
々
皆
済
方
説
諭
可
致
二
付
年
友
村
曽
泉

　
寺
二
相
極
メ
廿
七
日
同
寺
江
右
惣
代
共
罷
越
候
節
ハ
私
儀
ハ
出
雲
崎
二

　
罷
在
久
蔵
ハ
惣
代
共
へ
附
添
罷
越
東
京
行
ヲ
再
議
仕
候
得
共
談
論
纒
リ

　
不
申
由
久
蔵
罷
帰
リ
告
知
ラ
セ
申
候
同
廿
八
日
同
所
滞
留
中
御
捕
搦
二

　
相
成
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ま
レ

右
之
通
申
上
候
処
被
仰
聞
候
ハ
租
税
旧
貫
之
儀
昨
年
御
布
令
茂
有
之
原
来

旧
幕
旧
桑
石
代
殊
別
之
儀
者
弁
へ
居
リ
ナ
カ
ラ
徒
党
之
張
本
ト
ナ
リ
旧
桑

領
廿
八
ケ
村
小
百
姓
ヲ
連
合
シ
度
々
ノ
懇
諭
ヲ
モ
不
用
不
条
理
之
儀
及
強

願
候
而
巳
ナ
ラ
ス
適
反
正
之
者
ア
レ
ハ
暴
威
ヲ
以
テ
脅
シ
金
銭
酒
食
ヲ
貧

等
之
始
末
不
届
之
至
リ
尚
此
上
ニ
モ
悪
謀
可
有
之
不
包
可
申
上
旨
厳
重
御

吟
味
候
得
共
右
申
上
候
外
徒
党
ケ
間
敷
儀
ハ
固
ヨ
リ
余
二
悪
事
等
致
候
覚

毛
頭
無
之
全
ク
一
時
之
心
得
違
ヨ
リ
前
後
モ
不
顧
右
之
始
末
ト
相
成
今
更

先
非
後
悔
仕
何
共
奉
恐
入
候

　
右
相
違
不
申
上
候

　
　
　
庚
午
十
二
月

　
　
柏
崎
県
　
　
御
役
所

右　
　
平
　
次
　
郎

口
　
　
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
後
国
三
島
郡
大
和
田
村
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
　
　
　
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
四
拾
四
歳

私
儀
御
召
捕
二
相
成
当
七
月
中
三
島
郡
旧
桑
名
領
廿
八
ケ
村
之
者
ヲ
煽
動

シ
同
郡
寺
泊
町
之
内
字
金
山
江
集
リ
候
始
末
厳
重
御
吟
味
二
付
有
体
左
二

奉
申
上
候

　
此
段
私
儀
当
六
月
下
旬
村
方
風
説
ニ
テ
去
巳
御
年
貢
石
代
旧
幕
府
領
同

　
相
庭
ヲ
以
テ
御
取
立
ノ
由
承
リ
扱
ハ
御
一
新
ノ
御
仁
憧
ト
存
込
雀
躍
罷

　
在
候
中
同
廿
七
八
日
頃
二
至
リ
村
方
之
者
隣
村
ノ
者
ヨ
リ
風
聞
承
リ
候

　
二
御
年
貢
ハ
矢
張
旧
慣
通
御
取
立
相
成
候
趣
庄
屋
共
槌
二
申
聞
候
由
就

　
テ
ハ
共
々
難
渋
ノ
至
リ
ニ
付
寄
々
評
議
仕
候
テ
ハ
如
何
哉
ト
小
前
ノ
者

　
八
九
人
追
々
私
宅
へ
寄
集
リ
右
伝
聞
ノ
儘
一
同
評
議
仕
リ
素
ヨ
リ
旧
幕

　
旧
桑
石
代
甲
乙
有
之
義
ハ
疾
ク
承
知
仕
居
候
得
共
実
以
去
巳
凶
荒
必
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
難
渋
ノ
折
柄
二
付
旧
幕
領
同
相
庭
ヲ
以
テ
御
取
立
之
儀
難
願
致
シ
度
就

　
テ
ハ
旧
桑
二
十
八
ケ
村
之
者
来
ル
朔
日
夏
戸
村
地
内
ハ
会
合
衆
議
可
然
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ト
席
上
一
同
論
決
之
盤
ヲ
私
廻
文
二
載
セ
隣
村
へ
差
立
順
々
廻
達
可
及

旨
猶
口
上
ヲ
以
テ
申
遣
シ
置
其
後
又
候
隣
村
自
村
之
者
共
可
否
評
論
ノ

上
金
山
へ
場
所
替
ト
相
決
シ
其
旨
最
寄
村
々
へ
申
通
シ
期
日
金
山
へ
立

越
候
処
追
々
廿
八
ケ
村
ノ
者
打
寄
談
合
中
庄
屋
共
罷
越
シ
申
聞
候
者
一

同
歎
願
之
趣
ハ
我
々
引
受
ケ
飽
迄
願
遣
シ
候
間
可
引
取
様
説
諭
二
付
一

先
任
其
意
一
同
引
取
リ
其
後
御
採
用
之
程
如
何
ト
屈
指
相
待
居
候
処
同

十
日
庄
屋
共
右
歎
願
一
条
二
付
出
雲
崎
御
庁
二
於
テ
御
指
止
メ
相
成
候

旨
即
日
承
知
仕
候
二
付
其
趣
速
二
年
友
村
江
申
送
り
明
十
一
日
金
山
再

会
衆
議
可
致
二
付
此
旨
隣
村
江
順
達
致
シ
呉
候
様
申
遣
シ
期
日
金
山
江

　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

到
着
仕
村
方
平
治
郎
其
他
村
々
惣
代
重
立
之
者
等
専
ラ
談
合
仕
候
趣
意

ハ
先
般
庄
屋
共
ヲ
以
テ
相
願
置
候
石
代
相
庭
歎
願
之
一
条
不
条
理
ト
テ

御
取
揚
無
之
而
巳
ナ
ラ
ス
役
人
共
御
諮
責
ヲ
蒙
リ
出
雲
崎
二
於
テ
御
差

止
メ
ニ
相
成
彼
等
難
渋
無
申
図
又
村
々
一
同
二
於
テ
モ
難
渋
之
至
二
付

此
上
ハ
御
差
留
之
者
共
願
下
ケ
労
一
同
直
訴
可
致
旨
頻
リ
ニ
相
唱
へ
居

候
所
へ
庄
屋
共
立
越
シ
説
解
一
二
同
歎
願
之
趣
ハ
役
人
共
之
上
ニ
テ
精

誠
担
当
今
一
度
出
雲
崎
御
役
所
江
相
願
ヒ
是
非
共
御
取
揚
無
之
候
ハ
・

御
本
県
迄
モ
願
ヒ
可
遣
間
決
テ
動
揺
不
致
様
反
復
申
聞
候
二
付
一
旦
其

意
二
任
セ
屠
止
リ
居
候
処
十
五
日
早
天
二
至
り
庄
屋
共
罷
越
シ
申
聞
候

ハ
扱
歎
願
之
趣
既
二
御
本
県
迄
モ
歎
達
仕
候
処
当
節
租
税
之
儀
ハ
万
事

旧
慣
通
リ
御
処
置
被
遊
候
折
柄
右
様
不
条
理
之
願
ハ
断
然
御
聞
届
ケ
無

之
速
二
可
遂
上
納
様
一
層
之
御
厳
達
二
付
何
共
致
シ
方
無
之
此
上
ハ
別

二
方
法
ヲ
立
役
人
共
之
上
ニ
テ
一
同
難
渋
不
相
成
様
願
遣
ハ
シ
候
間
兎

モ
角
モ
退
候
様
申
聞
引
取
ラ
レ
候
得
共
私
実
ハ
庄
屋
共
之
心
中
ヲ
疑
ヒ

是
迄
種
々
弁
解
ハ
皆
偽
リ
ト
存
込
ミ
最
早
此
上
人
手
ヲ
経
候
ハ
無
益
且

迂
遠
ト
心
得
同
日
集
合
之
大
勢
ヲ
促
シ
誘
ヒ
同
夜
井
ノ
鼻
近
辺
迄
相
進

候
処
又
々
庄
屋
共
上
命
ヲ
受
ケ
一
同
立
越
懇
切
二
申
聞
候
ハ
頃
日
ヨ
リ

（
ま
ま
）

反
説
得
候
通
リ
今
般
之
一
条
何
程
多
人
数
之
力
ヲ
以
テ
相
願
候
共
御
聞

届
無
之
ハ
勿
論
此
上
強
願
二
及
ヒ
候
節
ハ
不
被
為
得
止
断
然
之
御
所
置

被
為
在
候
間
篤
ト
前
後
ヲ
顧
ミ
何
分
ニ
モ
早
々
引
取
リ
御
年
貢
皆
済
可

致
旨
厳
重
之
御
沙
汰
二
付
一
同
帰
邑
可
致
然
ル
上
ハ
役
人
二
於
テ
村
々

難
義
之
筋
幾
重
ニ
モ
引
取
リ
歎
訴
可
致
旨
申
聞
候
得
共
兎
角
不
堪
疑
惑

依
テ
種
々
差
拒
ミ
飽
迄
モ
御
役
所
江
直
願
可
致
旨
私
平
次
郎
等
別
テ
強

勢
主
張
致
候
処
役
人
共
二
於
テ
左
程
二
狐
疑
不
霧
候
ハ
・
誰
ニ
テ
モ
小

前
之
中
ヨ
リ
惣
代
ト
シ
テ
附
副
罷
越
可
申
猶
役
人
共
偽
リ
無
之
条
則
一

札
相
渡
シ
速
二
引
退
候
様
且
ハ
諭
シ
且
ハ
頼
候
二
付
漸
ク
承
知
夫
ヨ
リ

一
同
帰
村
之
途
中
二
於
テ
又
々
一
議
起
リ
今
般
再
会
之
節
寺
泊
町
二
於

テ
ハ
一
人
モ
不
罷
出
旧
桑
廿
八
ケ
村
之
内
二
連
リ
居
ナ
カ
ラ
如
何
之
次

第
二
付
是
ヨ
リ
一
同
直
二
同
町
江
押
掛
ケ
可
申
旨
私
平
次
郎
等
遮
而
申

候
処
田
頭
村
七
兵
衛
ト
申
者
此
語
ヲ
支
へ
不
可
然
旨
申
聞
候
二
付
同
盟

中
二
異
心
ヲ
抱
ク
ハ
如
何
ノ
事
二
付
七
兵
衛
ヲ
相
手
ト
ナ
シ
直
二
居
宅

江
押
寄
セ
可
申
杯
署
り
候
処
七
兵
衛
大
二
狼
狽
シ
四
五
人
之
者
ヲ
以
テ

過
言
之
条
陳
謝
シ
就
テ
ハ
和
熟
之
験
酒
肴
金
ト
シ
テ
七
拾
五
両
指
出
シ

右
金
子
之
内
ヲ
十
八
日
金
山
ニ
テ
酒
菓
等
ヲ
出
シ
猶
余
リ
金
之
内
五
両

酒
代
ト
シ
テ
私
出
雲
崎
滞
留
之
ケ
所
江
送
リ
越
候
故
貰
ヒ
受
申
候
然
処

同
廿
六
七
日
頃
同
所
二
於
テ
平
次
郎
私
心
付
今
度
之
大
願
連
モ
出
雲
崎

御
庁
ニ
テ
ハ
御
採
用
無
之
詰
ル
処
東
京
越
訴
仕
候
ハ
々
可
然
平
次
郎
発
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言
仕
候
得
共
何
レ
モ
不
可
然
旨
申
聞
居
候
折
柄
御
役
所
ヨ
リ
出
掛
リ
惣

　
代
共
江
被
仰
付
候
ハ
ニ
十
八
ケ
村
之
中
央
之
場
所
ニ
テ
御
年
貢
早
々
皆

　
済
方
説
諭
可
致
旨
二
付
年
友
村
曽
泉
寺
ト
相
極
メ
同
廿
七
日
同
寺
江
右

　
惣
代
共
罷
越
候
節
私
義
モ
附
副
出
会
之
上
東
京
行
之
義
発
言
仕
候
得
共

　
論
談
纒
リ
不
申
夫
ヨ
リ
出
雲
崎
江
引
取
滞
留
中
七
月
晦
日
御
召
捕
二
相

　
成
申
候

右
之
通
申
上
候
処
被
仰
聞
候
ハ
租
税
旧
慣
之
義
昨
年
御
布
令
モ
有
之
原
来

旧
幕
旧
桑
石
代
殊
別
之
義
ハ
弁
江
居
ナ
カ
ラ
徒
党
之
張
本
ト
ナ
リ
度
々
之

懇
諭
ヲ
モ
不
用
不
条
理
之
義
及
強
願
候
而
巳
ナ
ラ
ス
適
反
正
之
者
ア
レ
ハ

暴
威
ヲ
以
テ
脅
シ
金
銀
酒
食
ヲ
貧
ル
等
之
始
末
不
届
之
至
リ
尚
此
外
ニ
モ

悪
謀
可
有
之
不
包
可
申
上
旨
厳
重
御
吟
味
候
得
共
右
申
上
候
外
徒
党
ケ
間

敷
義
ハ
固
ヨ
リ
余
二
悪
事
等
致
シ
候
覚
毛
頭
無
之
全
ク
一
時
之
心
得
違
ヨ

リ
前
後
モ
不
顧
右
之
始
末
ト
相
成
今
更
先
非
後
悔
仕
何
共
奉
恐
入
候

　
　
右
相
違
不
申
上
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
　
　
　
蔵

　
　
　
　
庚
午
十
二
月

　
　
柏
崎
県
　
御
役
所

（
1
）
捺
印
は
す
べ
て
刑
部
省
官
員
で
あ
る
。
宍
戸
磯
は
少
輔
、
沢
簡
徳
は
大
丞
、

松
本
暢
は
大
判
事
、
岡
内
重
俊
は
中
判
事
、
青
木
信
寅
は
大
丞
、
津
田
真
道
は

中
判
事
、
塩
坪
恭
信
は
少
丞
、
鳥
居
重
雄
も
少
丞
で
あ
る
（
明
治
四
年
六
月

　
「
官
員
録
」
・
八
十
二
枚
表
裏
、
八
十
五
枚
表
）
。
当
時
の
刑
部
省
に
は
卿
も
大

輔
も
在
職
者
が
な
く
、
少
輔
の
宍
戸
が
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
。
刑
部
省
幹
部

　
の
ほ
と
ん
ど
全
員
が
、
こ
の
指
令
に
関
与
し
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
（
3
）
　
刑
都
省
に
よ
る
書
入
れ
で
あ
る
。

後
記
本
稿
起
草
に
際
し
、
山
田
忠
雄
氏
（
慶
鷹
志
木
高
教
諭
）
本
間
悔
一
氏

　
（
新
潟
県
史
編
さ
ん
宗
吉
、
山
崎
竜
教
氏
（
寺
泊
町
教
育
委
員
会
）
、
中
山
勝
君

　
（
国
学
院
大
学
大
学
院
特
別
研
究
生
）
か
ら
格
別
の
御
支
援
を
う
け
た
。
こ
こ

　
に
記
し
て
そ
の
学
恩
に
謝
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
十
九
年
八
月
三
十
一
日
稿
）
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